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"資 l:

"料 l~西
ド
イ
ツ
農
場
令
の
違
憲
性

)11 

井

健

t工

カミ

し

き

西
ド
イ
ツ
の
旧
イ
ギ
リ
ス
占
領
地
医
で
は
、
一
九
四
七
年
四
月
二
四
日
の
農
場
令
(
出
足

gHLロ
EHm)
が
施
行
さ
れ
て
い
る
。

法
律
の
狙
い
は
、
農
場
の
不
分
割
的
維
持
に
あ
る
が
、
そ
の
手
段
と
し
て
こ
の
立
法
は
、
農
場
所
有
者
が
何
等
の
意
思
表
示
を
し
な
い
と

西ドイツ農場令の違憲性

き
は
、
法
律
上
当
然
に
一
定
の
順
位
の
者
が
優
先
的
に
農
場
を
相
続
し
、
他
の
共
同
相
続
人
に
は
補
償
す
べ
き
も
の
と
し
て
い
る
。
そ
し

て
右
農
場
承
継
者
の
順
位
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て
長
男
子
優
先
の
原
則
を
規
定
し
て
い
る
(
む
。

従
来
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
長
男
子
優
先
の
原
則
は
、
西
ド
イ
ツ
の
基
本
法
第
三
条
に
定
め
る
男
女
平
等
の
原
則
巳
反
す
る
の
で
は
な
い

か
と
の
議
論
が
あ
り
、
判
例
お
よ
び
学
説
上
の
論
争
の
一
焦
点
と
さ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
学
説
は
分
れ
つ
つ
も
、
多
数
説
は
違
憲
を
主
張

し
て
い
た
の
に
対
し
、
下
級
裁
判
所
の
多
数
判
例
お
よ
び
連
邦
裁
判
所
の
一
九
五
九
年
五
月
五
日
の
決
定

(
M
m
d乙
は
合
憲
と
判
示
し

た
。
こ
の
よ
う
な
見
解
の
分
れ
る
問
題
に
つ
き
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
が
、
い
か
な
る
判
決
を
下
す
か
は
、
か
ね
て
か
ら
注
目
さ
れ
て
き
た

こ
の
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料

こ
と
で
は
あ
っ
た
が
、
同
裁
判
所
は
、

(
2
)
 

に
違
反
す
る
旨
の
判
断
を
下
し
た
。
も
っ
と
も
占
領
の
終
了
に
伴
う
経
過
法
的
問
題
が
絡
み
、
右
農
場
令
が
直
ち
に
無
効
だ
と
は
云
っ
て

一
九
六
三
年
三
月
二

O
日
の
判
決
で
、
右
農
場
令
の
規
定
が
、
基
本
法
第
三
条
第
二
項
、
第
三
項

資

い
な
い
。
し
か
し
、

い
ず
れ
に
せ
よ
実
質
的
に
右
農
場
令
の
規
定
を
違
憲
と
判
示
し
た
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
判
決
は
、
各
方
面
に
大
き
い

波
紋
を
投
げ
か
け
る
こ
と
は
確
か
で
あ
り
、
法
律
の
改
正
に
も
つ
な
が
る
問
題
を
含
ん
で
い
る
。
わ
が
国
で
も
農
地
相
続
に
つ
い
て
、
規

整
を
な
す
べ
き
か
否
か
が
論
議
さ
れ
て
い
る
今
日
、
他
山
の
石
と
し
て
右
判
決
の
意
義
を
考
察
し
て
お
く
こ
と
は
有
意
義
な
こ
と
と
思
わ

れ
る
。
以
下
、
先
ず
右
判
決
を
紹
介
し
、

つ
い
で
右
判
決
の
も
つ
意
義
に
つ
き
、
若
干
の
問
題
点
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

(

1

)

拙
著
、
西
ド
イ
ツ
の
農
村
に
お
け
る
資
産
相
続
と
そ
の
背
景
〈
農
政
調
査
委
員
会
〉
三
三
頁
参
照
。

(

2

)

忠
ロ
宛
N
5
8
・
NNg
列
島
戸

sa-E-

連
邦
憲
法
裁
判
所
一
九
六
三
年
三
月
二

O
日
判
決

〔
事
実
〕
上
告
人
は
、

P
夫
婦
の
長
女
と
し
て
一
九
二
二
年
に
生
れ
た
が
、
父
は
一
九
四
六
年
に
死
亡
し
た
。
は
じ
め
母
が
農
場
を
承

継
し
た
が
、
こ
の
母
も
一
九
五
七
年
一
一
月
三
日
に
死
亡
し
た
。
上
告
人
は
、
農
場
令
第
六
条
第
一
一
項
第
三
段
が
同
権
原
則
に
反
し
て
無

一
九
二
四
年
に
生
れ
た
弟
フ

l

効
だ
と
し
て
農
場
承
継
人
た
ら
ん
と
し
た
と
こ
ろ
、

農
業
裁
判
所

(〉
B
Z
C
H
L
C【
出
口

m
r日
戸
田
巾
ロ
)

l土

ベ
ル
ト
が
農
場
承
継
人
と
な
っ
て
い
る
旨
確
認
し
た
。

ハ
ム
高
等
裁
判
所
も
こ
れ
に
従
い
、
連
邦
裁
判
所
も
一
九
五
九
年
五
月
五
日
の
決

定
で
上
告
を
棄
却
し
た
。
上
告
人
は
こ
れ
を
不
服
と
し
て
連
邦
憲
法
裁
判
所
に
上
告
し
た
の
が
本
件
で
あ
る
。

〔
判
決
要
旨
〕

一
、
イ
ギ
リ
ス
地
区
の
農
場
令
第
六
条
第
一
項
第
三
段
(
法
定
相
続
順
位
に
お
け
る
男
性
の
優
先
)
は
、
基
本
法
第
三
条
第
二
項
、
第

項
と
調
和
し
な
し
。
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一
一
、
経
過
協
定

(
C
Zユ巾伊丹

g何
回

2
3脚
色

効
力
を
維
持
す
る
。
そ
の
か
ぎ
り
で
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
否
認
権
(
〈
2
者
向
苫
ロ
唱
宮
日
胃
お
ロ
N
)

に
よ
る
と
、
占
領
法
規
は
、
そ
の
基
本
法
と
の
調
和
如
何
に
か
か
わ
ら
ず
、
さ
し
あ
た
り

は
、
排
斥
さ
れ
る
。

一
ニ
、
立
法
者
は
、
経
過
協
定
の
施
行
三
九
五
五
年
五
月
五
日
)
の
時
か
ら
、
占
領
法
規
を
相
当
の
期
間
内
に
基
本
法
と
適
合
さ
せ
る

憲
法
上
の
義
務
を
負
う
。

連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
立
法
者
が
右
の
義
務
を
~
履
行
し
て
い
る
か
否
か
を
審
理
す
べ
き
で
あ
る
。

右
判
決
要
旨
の
中
、
事
件
の
解
決
そ
の
も
の
に
と
っ
て
は
、
第
二
点
、
第
三
点
が
重
要
で
あ
り
、
判
旨
は
、
立
法
府
が
現
在
の
国
会
の

会
期
の
終
る
一
九
六
五
年
の
秋
ま
で
に
新
た
な
立
法
を
な
す
べ
き
こ
と
を
述
べ
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
経
過
法
的
問
題
に
つ
い
て
は
省

略

μ、
本
稿
で
は
、
も
つ
ば
ら
第
一
点
に
つ
い
て
の
判
決
理
由
だ
け
を
と
り
あ
げ
、
や
や
詳
細
に
判
旨
を
紹
介
し
た
い
。

西ドイヅ農場令の違憲性

判
旨
一
は
、
先
ず
、
農
場
令
が
民
法
に
対
し
特
別
の
承
継

(ω
。邑
2
5与問。
-m巾
)
を
定
め
、
そ
れ
が
公
け
の
利
益

(
C
F
E
F『

F
S
H
a
E

に
役
立
つ
こ
と
を
述
べ
(
将
司

5
・
)
、
つ
い
で
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
判
例
が
男
女
同
権
に
つ
い
て
、
生
物
学
的
、
機
能
的
差
異
に
よ

り
両
性
を
区
別
し
て
規
律
し
て
も
さ
し
っ
か
え
が
な
い
と
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
上
で
、
農
場
承
継
に
つ
き
女
子
を
後
順
位
と
す
る

こ
と
の
当
否
の
検
討
議
り
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
)
述
べ
る
(
可
思
三
。
「
農
場
の
外
部
的
経
営

(
E
7
3
i阻
止
)
や
立
案
、
管

理
が
通
常
男
性
の
責
任
で
あ
り
、
女
性
は
、
家
政
、
厩
舎
、
庭
園
の
仕
事
を
伴
う
内
部
的
経
営
(
同
ロ
ロ

2
3
Z
R
E
T
)
を
担
当
す
る
と
い

う
こ
と
は
適
切
な
こ
と
か
も
知
れ
な
い
。
こ
う
し
た
労
働
の
分
担
は
、

ま
た
一
般
に
自
然
的
事
情
に
合
致
し
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、

こ
の
こ
と
が
農
場
承
継
に
お
け
る
男
性
の
優
位
を
正
当
化
す
る
に
は
十
分
で
は
な
い
。
農
場
の
立
案
が
必
然
的
に
外
部
的
労
働
と
結
び
{
つ

く
と
い
う
見
解
自
体
、
疑
問
を
免
れ
な
い
。
そ
の
場
合
、
主
と
し
て
精
神
的
な
管
理
が
問
題
な
の
で
あ
り
、
そ
う
し
た
管
理
は
、
農
場
と

市
場
と
の
結
び
つ
き
が
増
大
す
る
に
つ
れ
、
ま
す
ま
す
大
き
い
独
自
の
意
義
を
も
つ
こ
と
と
な
っ
て
お
り
、
外
部
的
経
営
の
管
理
か
ら
は

完
全
に
分
離
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
こ
の
こ
と
は
、
す
で
に
少
か
ら
ぬ
農
場
が
女
性
に
よ
り
管
理
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
示
さ
れ
て
い

北法 14(3・4-213)597 



料

る。」

「
い
か
な
る
事
情
の
下
に
農
場
の
維
持
が
保
障
さ
れ
る
か
と
い
う
考
慮
に
と
っ
て
は
、

農
場
の
統
一
的
な
経
済
組
織
は
、
、
そ
の
価

資

々
の
分
担
の
領
域
に
配
分
さ
れ
え
な
い
。

協
同
体
(
国
広
唱

B
2
2
E
Z

し
か
し
男
女
の
職
務
が
農
場
に
と
っ
て
ほ

む
し
ろ
経
営
全
体
を
め
ざ
す
べ
き
で
あ
る
。

経
営
は
大
部
分
家
族
経
営
な
の
で
あ
り
、

の
全
構
成
員
、

と
く
に
夫
婦
双
方
の
協
力
が
要
請
さ
れ
る
。

ぽ
同
等
の
意
味
を
も
ち
、
農
場
の
生
産
が
そ
の
協
働
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
生
ず
る
場
合
に
は
、
農
業
に
お
け
る
通
常
の
労
働
の
分
担
と
い

う
こ
と
に
よ
っ
て
は
、
法
定
相
続
の
際
、
農
場
相
続
人
の
性
如
何
に
よ
り
区
別
を
す
る
こ
と
に
つ
き
、
何
等
の
正
当
の
理
由
は
導
か
れ
え

な
い
。
そ
の
上
、
農
場
令
は
、
法
定
相
続
に
よ
っ
て
生
じ
う
る
農
場
の
収
穫
力
の
著
し
い
減
退
を
避
け
る
た
め
に
、
十
分
な
操
作
を
し
て

い
る
。
と
く
に
農
場
令
第
六
条
第
五
項
第
一
段
に
よ
る
と
、
直
系
卑
属
が
農
場
の
正
常
な
経
営
を
あ
や
ま
り
公
共
の
食
糧
事
情
を
不
利
に

す
る
と
き
、

つ
ま
り
経
営
能
力
が
な
い
と
き
に
は
、

原
則
と
し
て
農
場
相
続
人
に
な
れ
な
い
こ
と
と
な
っ
て
い
る
o
」
判
旨
は
続
い
て
、

男
性
の
優
先
が
農
場
令
自
体
に
お
い
て
も
一
貫

L
て
貫
か
れ
て
い
な
い
こ
と
を
指
摘
し
、
男
性
の
優
先
が
絶
対
的
に
要
請
さ
れ
る
も
の
で

な
い
こ
と
を
述
べ
、

さ
ら
に
、
男
性
の
優
先
は
、
何
世
紀
も
の
伝
統
に
根
ざ
し
、
農
場
令
の
施
行
さ
れ
る
地
方
で
男
子
が
農
場
承
継
人
に

え
ら
ば
れ
る
と
い
う
実
際
に
適
合
す
る
け
れ
ど
も
、
農
場
令
が
明
文
で
男
性
の
優
先
を
規
定
し
た
こ
と
は
、
基
本
法
第
三
条
第
二
項
、
第

三
項
に
反
す
る
と
述
べ
る
。
そ
し
て
、

「
同
権
の
原
則
は
、
文
一
言
、
意
義
、
成
立
史
が
示
す
よ
う
に
、
包
括
的
に
適
用
さ
れ
る
。
そ
の
適

用
は
、
当
事
者
の
伝
統
的
な
確
信
に
左
右
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
基
本
法
第
三
条
第
二
項
、
第
三
項
は
、

た
だ
単
に
、
従
前
適
用
さ
れ
て

い
た
法
原
則
を
確
認
し
よ
う
と
し
た
に
と
ど
ま
ら
ず
、
将
来
に
わ
た
り
、
両
性
の
平
等
を
貫
徹
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
。

(

1

)

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
後
掲
∞
円
宮
丘
町
子
明
白
鳥

N
5
8・
N
g
の

ほ

か

巧

u
r
B
S
P
E
F
5
8・
∞
∞
戸
が
詳
細
に
論
評
し
て
い
る
。

右

判

決

の

意

義

右
判
決
に
対
し
て
は
、
先
に
、
農
場
に
お
け
る
外
部
的
経
営
を
重
視
す
る
立
場
か
ら
、
農
場
相
続
に
お
け
る
男
性
の
優
先
を
合
憲
と
主

農
場

北法 14(3・4-214)598 



l

i

l

-

-

1
1
J
1
4

号
、

flis

へ2
v

張
し
た
シ
ャ
ル
ダ
イ
に
よ
り
、
早
速
批
判
の
筆
が
と
ら
れ
て
い
る
。

シ
ャ
ル
ダ
イ
は
、
農
場
の
管
理
が
外
部
的
経
営
と
密
接
に
結
合
し
、

こ
れ
に
よ
り
規
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
見
解
に
立
ち
つ
つ
、
判
旨
の
理
由
づ
け
の
不
十
分
さ
、
他
の
女
献
、
判
例
の
検
討
の
少
な
さ
等
を

指
摘
し
て
い
る
。
し
か
し
す
で
に
触
れ
た
よ
う
に
、
西
ド
イ
ツ
で
比
較
的
多
数
の
学
説
は
、
右
判
決
と
同
じ
く
農
場
令
の
男
子
優
先
の
原

わ
れ
わ
れ
は
比
較
的
近
い
将
来
、
新
た
な
立

則
の
違
憲
性
を
主
張
し
て
き
た
。
右
判
決
は
、
こ
う
し
た
論
争
に
一
応
の
終
止
符
合
一
打
ち
、

法
の
出
現
を
期
待
で
き
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、
右
判
決
の
も
つ
意
義
は
、

つ
ぎ
の
諸
点
に
要
約
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

第
一
に
、
右
判
決
は
、
憲
法
上
の
男
女
同
権
の
規
定
の
解
釈
に
つ
い
て
、

一
つ
の
限
界
を
判
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
周
知
の
よ
う
に
、

西
ド
イ
ツ
で
は
男
女
同
権
を
両
性
の
機
能
的
役
割
に
即
し
て
理
解
し
よ
う
と
す
る
見
解
が
支
配
的
で
は
あ
る
が
、
右
判
決
は
そ
う
し
た
解

釈
に
つ
き
一
つ
の
限
界
を
一
示
し
、
過
度
の
機
能
的
同
権
の
行
き
す
ぎ
を
押
え
た
も
の
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
点
で
は
、
先
に
、
親

権
に
つ
き
父
の
最
終
的
決
定
権
お
よ
び
父
の
法
定
代
理
権
を
認
め
た
男
女
同
権
法
の
規
定
(
一
一
一
紅
4
職
、
二
ハ
)
を
違
憲
と
判
示
し
た
連
邦

憲
法
裁
判
所
の
判
決
と
同
様
の
思
想
に
立
脚
す
る
も
の
で
あ
(
加
。

西ドイツ農場令の違憲性

第
二
に
、
右
判
決
は
、

来
戦
後
も
維
持
さ
れ
て
き
た
男
子
優
先
相
続
は
終
駕
を
告
げ
た
こ
と
と
な
る
。
勿
論
一
子
相
続
を
実
現
す
る
法
技
術
と
し
て
は
多
種
の
も

の
が
あ
り
、
右
農
場
令
の
如
き
法
定
の
男
子
優
先
の
原
則
は
、
今
日
で
は
極
端
な
立
法
と
な
り
つ
つ
札
れ
o

右
判
決
は
、
た
と
え
農
場
の

不
分
割
的
維
持
と
い
う
公
け
の
利
益
、
今
日
の
農
業
政
策
上
の
重
要
な
課
題
の
た
め
に
で
は
あ
っ
て
も
、
民
法
的
原
理
の
極
端
な
修
正
は

一
子
相
続
立
法
に
つ
き
一
つ
の
限
界
を
示
し
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
判
決
に
よ
り
、

ナ
チ
ス
の
世
襲
農
場
法
以
ル

~
誼
引
き
れ
な
い
こ
と
を
示
し
た
も
の
と
し
て
、
頗
る
注
目
に
価
い
す
る
。

最
後
に
、
右
判
決
で
は
争
わ
れ
て
い
な
い
問
題
点
と
し
て
、
一
子
相
続
を
実
現
す
る
に
つ
き
、
果
し
て
法
定
の
承
継
順
位

i
i長
子
も

し
く
は
末
子
l

l
を
定
め
る
こ
と
自
体
、
適
法
も
し
く
は
妥
当
で
あ
る
か
と
い
う
問
題
が
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
附
言
し
て
お
き
た
い
。
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(ー)Schardey， Gleichberechtigungsgrundsatz und Vorrang des m邑nnlichenGeschlechts bei der Hoferbfolge， 1961. 

(C'>l) Schardey， FamRZ 1963， 265. 

("') BVerfG Urt v. 29.7. 1959， Farr武Z1959， 416. 
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